
公共施設等総合管理計画（概要版） 
 
 

平成29年3月 
 

 
真 庭 市 



 平成の大合併により誕生した真庭市では、旧９ケ町村がそれぞれ整備した数多くの公共施設等を引き継ぎ、５万市民の大切な資産として活用して
きました。一方で、近年の人口減少と少子高齢化が進む中、これまでに整備してきた多くの公共施設等の適正な質の維持と長寿命化に向けた取組が
重要な課題の一つとなっています。 
 これらを踏まえて、これまでに実施してきた公共施設等に係るマネジメントをさらに一歩進め、人口や財政規模に応じた質・量ともに適正な公共施設等
の配置を行い、上質で熟成した「まち」に相応しい効率的で魅力的な施設経営と財産活用に取り組むためのファシリティマネジメント推進体制を構築する
とともに、持続可能な地域づくりを市民の皆さまと共に実現していくために策定するものです。 
 

１ 公共施設等総合管理計画策定の背景 

 全国の地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されること
を踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽
減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。  

 このことを受けて、国（総務省）は、平成26年4月に「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組むよう全国の地方公共団体に要請しました。 
 なお、この「公共施設等総合管理計画」は、平成25年11月29日に決定された「インフラ長寿命化基本計画」における地方公共団体が策定するイン
フラ長寿命化計画（行動計画）に該当します。 

地方公共団体の状況 

真庭市の取組 

国の動き 

市有財産 公共施設等 

公共建築物 

インフラ資産 道路、橋りょう、上下水道等 

市民文化系施設、社会教育系施設、 
学校教育系施設、行政系施設等 

図表 公共施設等について 「公共施設等総合管理計画」の対象範囲 
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延床面積
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公営住宅 供給処理施設 その他
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２ 公共施設等の現況及び将来の見通し 

H18北房中学校 

H22本庁舎 

H21久世中学校 

築30年未満 約64% 築30年以上 約36% 

H25蒜山中学校等 

小中学校の整備など 

小中学校の整備など 

（1）公共施設等の現況 

図表 保有する建物の耐震基準の状況：平成27年度（2015年度）末現在 

➢公共建築物579施設（医療施設等
は除く）の総延床面積は347,962㎡
です。 
➢市民一人当たり延床面積は7.54㎡で、
全国平均の3.22㎡との比較では約2.3
倍となっています。 

➢昭和47年（1972年）～昭和60年
（1985年）にかけて整備の集中が見
られ、築30年以上の施設が約36％を
占めています。 

公共建築物保有量の増加 

公共建築物の老朽化 

➢道路整備延長：1,189,613m 
 ※1級市道、2級市道、その他市道 
➢橋りょう整備面積：60,075㎡ 
➢上水道整備延長：892,131m 
 ※導水管、送水管、排水管 
（簡易水道含む） 
➢下水道整備延長：351,199m 
 ※農業集落排水含む 

インフラ資産の現状 
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平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

平成32年

（2020年）

平成37年

（2025年）

平成42年

（2030年）

平成47年

（2035年）

平成52年

（2040年）

社人研推計 48,964 46,000 43,100 40,298 37,500 34,900 32,490

総人口（人） 48,964 46,472 43,827 41,201 38,700 36,315 34,044

年少人口（人） 6,150 5,728 5,323 4,968 4,553 4,288 4,110

生産年齢人口（人） 26,373 23,731 21,419 19,724 18,661 17,783 16,543

老年人口（人） 16,441 17,013 17,085 16,508 15,486 14,244 13,391
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２ 公共施設等の現況及び将来の見通し 

➢今後、人口減少や少子高齢化によっ
て施設の利用ニーズの変化が予想され
ます。 

（２）人口の見通しについて 

第2次真庭市総合計画 
基本構想 目標年次 

第2次真庭市総合計画 
全体 目標年次 

出生率及び純移動率の改善に 
より、約34,000人を達成 

※資料：真庭市人口ビジョンを基に作成 
※総人口の平成27年10月国勢調査の公表値は46,124人 
※年少人口：0～14歳の人口、生産年齢人口：15歳～64歳の人口、老年人口：65歳以上の人口  
 
 

図表 本市の将来人口展望 

➢将来の人口は、減少すると想定され、
平成52年（2040年）の人口は、
34,044人としています。 

人口（施設利用者）の減少 

施設利用ニーズの変化 
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２ 公共施設等の現況及び将来の見通し 
（３）財政の現状について 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

合計 33,629 31,899 28,983 31,384 31,118 29,269 29,819 30,730 32,392 31,443

繰出金 3,178 3,178 3,413 3,775 3,868 3,908 4,010 3,866 4,069 4,111

積立金・投資及び

出資金・貸付金
850 1,371 845 1,334 2,435 1,220 1,649 2,091 1,832 2,821

公債費 5,108 5,019 4,921 4,786 4,480 4,478 4,426 4,327 4,214 3,841

投資的経費 9,159 7,274 5,265 5,971 4,982 3,784 4,294 5,369 7,034 5,596

補助費等 2,610 2,802 2,383 3,247 2,393 2,350 2,289 2,170 2,175 1,950

扶助費 2,106 2,220 2,265 2,384 2,991 3,022 3,053 3,020 3,057 3,129

維持補修費 230 203 208 243 279 494 494 553 540 493

物件費 3,894 3,505 3,489 3,779 3,978 3,832 3,480 3,471 3,487 3,542

人件費 6,494 6,328 6,195 5,864 5,711 6,181 6,125 5,863 5,983 5,961

33,629
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28,983

31,384 31,118
29,269 29,819 30,730

32,392
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図表 歳出決算額の推移（普通会計決算）：平成27年度（2015年度）末時点 

➢平成27年度（2015年度）の義務的
経費は41％を占めています。 
➢扶助費（社会保障関係経費）は、高
齢化の状況を勘案すると、増加または高い
比率で推移することが推察されます。 

財政の現状 

人件費 19.0%

扶助費 10.0%

公債費 12.2%

投資的経費 17.8%

物件費 11.3%

維持補修費 1.6%

補助費等 6.2%

繰出金 13.1%

積立金等 9.0%

義務的経費 41.1%

投資的経費 17.8%

その他の経費 41.1%

※義務的経費：支出が義務づけられ任意に節減できない経費 
 人件費、扶助費、公債費が該当 

図表 歳出決算額の性質別内訳（普通会計決算） 
：平成27年度（2015年度）末時点 
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単位：百万円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

（決算） （決算） （決算） （決算）
地方税 4,980 5,099 5,081 5,113 4,904 4,860 4,807 4,779 4,725 4,613
地方譲与税等 908 915 968 1,372 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
地方交付税 15,701 15,785 15,474 14,991 14,123 14,108 14,023 14,114 14,004 14,084
国・県支出金 4,152 4,431 4,975 4,002 4,504 4,344 3,628 3,801 3,807 3,766
地方債 2,669 3,328 4,789 4,480 4,611 5,588 4,000 3,782 2,696 2,396
その他歳入 2,852 2,610 2,435 3,355 3,895 2,241 2,342 2,307 2,187 2,018

31,262 32,168 33,722 33,313 33,227 32,331 29,990 29,973 28,609 28,067
義務的経費 13,700 13,327 13,430 12,838 13,270 13,253 13,091 13,228 13,521 13,719
投資的経費 4,198 5,251 6,694 5,033 5,469 5,640 3,500 3,500 3,000 3,000

普通建設事業費 3,592 4,855 6,143 4,991 5,427 5,640 3,500 3,500 3,000 3,000
災害復旧事業費等 606 396 551 42 42 0 0 0 0 0

その他経費 11,923 12,151 12,267 13,572 13,894 12,761 12,880 12,807 11,718 11,476
29,821 30,729 32,391 31,443 32,633 31,654 29,471 29,535 28,239 28,195
1,441 1,439 1,331 1,870 594 677 519 438 370 ▲ 128

区分

実質収支

歳
出

歳
入

合計

合計

特例期間 

２ 公共施設等の現況及び将来の見通し 
（４）財政の見通し（財政計画） 

図表 財源の見通し 
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歳入合計（決算） 歳入合計（見通し）
歳出合計（決算） 歳出合計（見通し）
普通建設事業費（決算） 普通建設事業費（見通し）

歳入、歳出は減少の見通し 

➢平成33年度（2021年度）の歳入
総額は、280.7億円へと減少していくこ
とを予測しています。 
➢このうち、投資的経費である普通建設
事業費は、30億円にまで減少すると見
込んでいます。 

 
※公共建築物に投資可能な額は、過去
の投資的経費の内、公共建築部が占
める割合（約38％）から11.4億円と
想定されます。 

 
 

施設への投資可能額の減少 
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大規模改修 築31年以上50年未満の大規模改修 建替え 築61年以上の建替え

２ 公共施設等の現況及び将来の見通し 
（５）公共建築物の更新費用の推計 

図表 将来更新費用の推計（公共建築物）： 平成27年度（2015年度）末時点 

財政見通しから充当可能な 
公共建築物投資的経費 

約11.4億円 

年平均更新費用の試算 
約33.7億円 

40年間の更新費用総額 
約1,346.5億円 

公共建築物の延床面積 
約34.8万㎡ 

直近10年平均 
公共建築物投資的経費 

約22億円 

充当可能な投資的経費と約22億円 
のかい離がある。 ➢年平均更新費用の試算額は、約

33.7億円となります。 
 
➢一方、公共建築物に投資可能な額は、
11.4億円と想定され、約22億円のかい
離があります。 

将来更新費用とのかい離 
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３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
（１）計画期間 

 本計画の計画期間は、平成29年（2017年）から平成68年（2056年）までの40年間とします。 

（２）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

➢庁内の連携・協力を緊密に図っていくために、組織横断
的な委員会組織等の検討を行います。 
➢様々なデータを収集し、施設カルテとして一元管理を行い
ます。また、財政データとも連携して全庁的な意思決定を
促す仕組みを創出します。 

（３）現況の問題点や課題に関する基本認識 

➢総人口は、将来にわたって減少し、少子高齢化も同時に進行する。 
➢歳入歳出の総額は、将来にわたって減少し、今後も増える見込みはない。 
➢財政規模の縮小と将来の更新費用の増大が、財源不足をもたらす。 
➢人口減少にも関わらず、平成17年の合併後も施設保有量が増加しており、住民一人当たりの延床面積が増加してきた。 
➢施設の老朽化が進行しつつあり、現在、築30年以上の公共建築物が約36%（延床面積比）を占めている。 

施設カルテ 意思決定 
の促進 

公共施設等評価 

所属部署による 
維持・点検・活用状況等 

財政データ 

※公共施設等所管各課 

図表 情報管理・共有方策 
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３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
（４）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 原則として新たな機能を有する公共建築物の整備は可能な限り抑制することとし、公共施設サービスの新たな需要がある場合には、既存施
設の有効活用や代替サービス機能の提供を徹底することにより対応します。 

１ 新たな機能を有する公共建築物の整備抑制 

 公共建築物保有量について財政規模や人口減少に見合う目標を定め、段階的縮減を実施します。 

２ 公共建築物保有量の段階的縮減 

 公共建築物が持つ機能に着目し、一つの施設に異なる複数の機能を持たせる複合化、類似した機能を一つの施設に集める集約化、必ずし
も公共が有する必要のない機能の民間への移転、複数の自治体で相互利活用する広域化など、あらゆる可能性を検討するとともに、民間の
保有する技術や資金、ノウハウを活用する官民連携についても積極的な活用を進めます。 

３ 公共建築物の機能に着目した再配置の実施 

 既に利用されなくなった遊休資産や統廃合等によって機能を失った施設や跡地についても、民間側では利用価値がある場合も少なくありませ
ん。積極的な売却や貸付などあらゆる手段を用いてその有効活用を図ります。 

４ 遊休資産等の有効活用 

 維持していく公共施設等については、コストの面からも創意工夫を重ね、維持管理費・運営費の縮減及び適切な受益者負担の見直しを進
めます。また、安全性の確保を大原則としながらも、事後保全と予防保全をバランスさせて修繕費の平準化を進めるとともに、有効なものについて
は長寿命化を図るなどライフサイクルコストの最適化を進めます。 

５ 公共施設等のライフサイクルコストの最適化 

 更新費用のみならず、維持・修繕費用も含めた費用対効果の面から本当に必要な施設かどうかを総合的に判断し、市民と共に全市的に最
適な状況で次世代に継承できる持続可能な公共施設等のマネジメントを実施します。 

６ 市民と共に実施する持続可能な公共施設等のマネジメント 
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３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
（５）マネジメント目標の設定 

公共建築物のマネジメント目標 
➢計画期間における公共建築物の延床面積縮減目標を40年間で40％以上とする。 
➢その他の施策と併せて、財政的なかい離の解消とサービス水準の維持を図る。 

約11.4億円/年

約33.7億円/年

約11.4億円/年

約22.3億円/年

かい離 約22.3億円/年

かい離 解消

現状の公共建築物を全て更新する場合 マネジメントを機能させた場合

約33.7億円/年

かい離解消のための

公共施設等マネジメント

の原則への取組

図表 公共建築物の目標設定 

目標達成に向けての対応策 
➢維持管理費及び更新費用等の精度向上を図ります。 
➢指標となるＫＰＩを定めて取り組み、その結果をフィードバックします。 
➢統一的基準に基づく公会計導入で整備した固定資産台帳の有効活用を図ります。 
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３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
（６）シミュレーションの実施（ケース①） 

①施設の長寿命化 
➢長寿命化対象建築物の面積   ：123,778㎡（約36％） 
➢長寿命化対象以外建築物の面積：224,184㎡（約64％） 
※長寿命化の条件：比較的新しい建物で一定以上の規模があり、構造がしっかりしたもの 
  ・1991年以降に建築された延床面積300㎡以上の建物 
  ・構造が鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリートの建物 
  更新年数（スパン）は80年、大規模改修年数（スパン）は40年 

図表 長寿命化した場合のかい離の状況 
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大規模改修 築31年以上50年未満の大規模改修 建替え 築61年以上の建替え

年平均更新費用の試算 
約31.38億円 

充当可能な投資的経費の約2.7倍 

財政見通しから充当可能な 
公共建築物投資的経費 

約11.43億円 

充当可能な投資的経費と 
約20億円の乖離 

公共建築物の対象施設数 579 

公共建築物の延床面積（㎡） 347,962 

 内長寿命化対象延床面積（㎡） 123,778 

 内長寿命化以外延床面積（㎡） 224,184 

長寿命化対象建築物の年間更新費用
（億円）：① 

6.11 

長寿命化対象以外建築物の年間更新
費用（億円）：② 

25.27 

年平均更新費用（億円） 
：③（＝①＋②） 

31.38 

充当可能な投資的経費（億円）：④ 11.43 

更新費用不足額（億円） 
：⑤（＝③－④） 

19.95 
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大規模改修 築31年以上50年未満の大規模改修 建替え 築61年以上の建替え

３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
（６）シミュレーションの実施（ケース②） 

②施設の長寿命化＋施設の削減（40％） 
➢長寿命化対象建築物の面積   ：123,778㎡（約36％） 
➢長寿命化対象以外建築物の面積：84,999㎡（約24％） 
※長寿命化の条件：比較的新しい建物で一定以上の規模があり、構造がしっかりしたもの 
  ・1991年以降に建築された延床面積300㎡以上の建物 
  ・構造が鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリートの建物 
  更新年数（スパン）は80年、大規模改修年数（スパン）は40年 

図表 施設の長寿命化＋施設の削減（40％）した場合のかい離の状況 
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年平均更新費用の試算 
約15.69億円 

充当可能な投資的経費の約1.4倍 

財政見通しから充当可能な 
公共建築物投資的経費 

約11.43億円 

充当可能な投資的経費と 
約4億円の乖離 

公共建築物の対象施設数 579 

公共建築物の延床面積（㎡） 347,962 

 内長寿命化対象延床面積（㎡） 123,778 

 内長寿命化以外延床面積（㎡） 84,999 

長寿命化対象建築物の年間更新費用
（億円）：① 

6.11 

長寿命化対象以外建築物の年間更新
費用（億円）：② 

9.58 

年平均更新費用（億円） 
：③（＝①＋②） 

15.69 

充当可能な投資的経費（億円）：④ 11.43 

更新費用不足額（億円） 
：⑤（＝③ー④） 

4.26 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

延床面積

約34.80万㎡

現 状

削 減

（約40％）

目 標

延床面積

約8.50万㎡

延床面積

約12.38万㎡

存 続

（約24％）

長寿命化

（約36％）

延床面積

約13.92万㎡



３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
（7）目標値設定及び更新費用等不足額（かい離額）の解消方法 

更新費用等不足額（かい離額）の解消方法 
➢民間活力（PPP等）の活用等により施設更新費用、維持管理費用を縮減 
➢縮減した施設の維持管理費を更新費用等に充当（年間約2.1億円充当可能） 
  ※2 施設カルテ等から充当可能な維持管理費縮減分を試算 
➢公共施設整備等基金を充当（平成27年度末現在高：約78億円 年平均約2億円） 
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項目 現状維持（2016） 40年間（2056） 

面積縮減率（目標） 0％ 40％ 

延床面積 347,962㎡ 208,777㎡ 

人口推移（国勢調査） 46,124人 （※1）   28,282人 

人口減少率 － 38.7％ 

延床面積／人 7.5㎡ 7.4㎡ 

必要投資費用／年 33.7億円 15.7億円 

投資可能額／年 11.4億円 11.4億円 

更新費用等不足額／年 22.3億円 4.3億円 

基金充当／年 － 2.0億円 

維持管理費縮減分／年 －  （※2）     2.1億円 

実質不足額／年 22.3億円 0.2億円 

充足率 約33.8％ 約98.7％ 

平均縮減面積／年 0㎡ 3,480㎡ 

図表 40年間（2056年）の目標 

注：人口ビジョンでは（2040年）の目標人口34,000人 
※1 2056年（40年後）の見込み人口は、人口ビジョンの計算方法をもとに試算 



４ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
（１）公共建築物の再編方針の検討 

図表 機能優先度 

➢各個別施設の再編方針について「建物」と「機能・サービス」に分けて検討を行います。 

優先度 定 義 再編の考え方 

最優先 

機 能 

義務教育施設、庁

舎・消防施設、図書

館、子育て支援施設、

保健・福祉施設等、

公共が担うべき機能

とします。 

 安全性の確保と利便性の高い

必要機能を提供します。 

 消防等特殊な施設を除き、施

設の複合化や集約化、民間施

設の活用等も検討します。 

優 先 

機 能 

市民ホール、スポー

ツ施設等公共サービ

スとして最優先に準

ずる機能とします。 

 最優先機能と同様に、安全性

の確保と利便性の高い必要機

能を供します。 

 施設の広域化、複合化や集約

化、民間施設の活用等も検討

します。 

その他 上記以外の機能 

 施設の廃止、用途変更、民間

活用、譲渡等あらゆる可能性

を検討します。 

 施設廃止に伴うサービスの低

下を補完するサービスを検討

します。 

利用圏 

分 類 
定 義 再編の考え方 

広域施設 

広域施設とは、市域を超え近

隣自治体との役割分担が可能

な施設や、市外からの集客も

目的とした施設とします。 

 近隣自治体との共同利用を視野に入れ、

更新・維持管理の負担軽減及び利便性向

上を図ります。 

 収益が見込まれる施設は、積極的に民営

化を進めます。 

全市施設 

全市施設とは、市全体での共

同利用を基本としている施設

とします。 

 市域における施設の重複を排除し、施設

の複合化・多機能化による再配置を進め

ます。ただし、南北に長い本市の地理的

な状況を勘案し、段階的な再編も視野に

いれます。 

 交通対策等補完サービスにより距離がも

たらす利便性の低減を補います。 

生活圏 

施 設 

生活圏施設とは、※地域包括ケ

アシステムの「日常生活圏」

相当のエリアでの利用を基本

としている施設とします。 

 生活圏ごとに施設の複合化・多機能化に

よる再配置を進めます。 

 コミュニティ施設との機能連携を図りま

す。 

コミュニ

ティ施設 

コミュニティ施設とは、各コ

ミュニティ（概ね徒歩圏）で

の利用を基本としている施設

とします。 

 コミュニティでは公民館や小学校等が多

機能的な役割を担います。 

 集会所は、民間への機能移転や地元市民

への譲渡を基本として考えます。 

図表 公共建築物の利用圏分類 

「機能・サービス」 

「何を残すべきか」：優先度 「機能・サービスの提供範囲」：利用圏 

「建物」：劣化や老朽度合など 
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４ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
（１）公共建築物の再編方針の検討 

図表 公共建築物の類型と利用圏分類 

図表 公共建築物の利用圏分類 

区分 大分類 中分類 

利用圏分類 

広域 全市 生活圏 
ｺﾐｭﾆ 

ﾃｨ 

普通会計 

市民文化系施設 
集会施設     ○ ○ 

文化施設   ○ ○   

社会教育系施設 
図書館   ○     

博物館等 ○ ○     

スポーツ・レクリエーション系施設 
スポーツ施設 ○ ○     

レクリエーション施設・観光施設 ○ ○   

学校教育系施設 
学校     ○   

その他教育施設   ○     

子育て支援施設 
幼稚園・保育園・こども園     ○   

幼児・児童施設   ○     

保健・福祉施設 

高齢福祉施設   ○     

保健施設   ○     

その他社会福祉施設   ○     

医療施設 医療施設 ○ ○     

行政系施設 

庁舎等   ○     

消防施設   ○ ○   

その他行政系施設   ○ ○   

公営住宅 公営住宅   ○     

供給処理施設 供給処理施設 ○ ○     

広域施設：市域を超え、近隣自治体における役割分担を基本としている施設 
全市施設：市全体での共同利用を基本としている施設 
生活圏施設：地域包括ケアシステムの「日常生活圏」相当のエリア（概ね中学校区）での利用を基本としている施設 
ｺﾐｭﾆﾃｨ施設：各コミュニティ（概ね徒歩圏）での利用を基本としている施設 
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４ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
（２）公共建築物再編（適正配置）の実施手法 

図表 公共建築物の再編サイクル 

計 画 実 施 

検 証 

Plan Do 

 
Check 

 
Act 

マネジメント 
サイクル 

見直し 

図表 総合管理計画マネジメントサイクル 

計画：公共施設等の評価 
実施：再編事業等の実施 
検証：目標値と実施結果の検証 
見直し：検証結果の分析、計画の見直し 

主なＰＤＣＡサイクルの内容 

（１）要求事項の確認

　ア　本市の現況や課題の認識
　イ　公共施設マネジメントの原則
　ウ　計画期間及び目標の設定

（２）施設情報データベース構築及び評価段階

　ア　建物評価
　 　イ　コスト評価

　ウ　サービス評価

（３）　公共建築物の再編実施

　ア　再編方針の検討
　イ　再編方針の決定

　　 　ウ　再編実施計画の策定

公共施設等

マネジメン
トの原則

新たな機能を有
する公共建築物
の整備抑制

公共建築物保有
量の段階的縮減

公共建築物の機
能に着目した再
配置の実施

公共建築物の有
効活用

公共施設等のラ
イフサイクルコ
ストの最適化

市民と共に実施
する持続可能な
公共施設等のマ
ネジメント

施設カルテ等

公共建築物

の

再編実施

実施結果の

フィードバック

➢公共施設等のマネジメントの原則に基づき、建物の評価、サービス評価等を踏まえ
て、公共建築物の再編を実施します。 
➢ＰＤＣＡサイクルに則って、検証、見直しを行います。 

➢インフラ資産については、個別施設の長寿命化計画を定め、安全・安心の確保と経費の縮減を進めていきます。 
 ※橋りょう：「橋梁長寿命化修繕計画」の策定 
➢上下水道等については、公営企業会計へ移行し、経営戦略の策定などを進めていきます。 
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